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 乳幼児感染予防策加算（医科 100 点、歯科 55 点） 
2020年12月15日から設定された「乳幼児感染予防策加算（医科100点、歯科

55点）」ですが、3月以降も算定できることとなりました。2021年9月診療分ま

で算定できますが、2021年9月以降の取り扱いは未定です。 
6歳未満の乳幼児に対して「特に必要な感染予防策」を講じた上で診療を行うこと

や、患者・家族等に対して院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、

同意を得る、電話再診では算定不可などの算定要件等に変更はありません。 
 

 

 4 月以降に算定できる新たな加算点数  
① 外来等感染対策実施加算（医科5点、歯科5点） 

全ての患者に対して「特に必要な感染予防策」を講じて診療を行い、患者・家族等

に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明した場合、

2021年4月以降は初診料や再診料、訪問診療料等に5点が加算できることとされまし

た。電話再診では算定できません。また、乳幼児感染予防策加算と併算定できます。 
2021年9月診療分まで算定でき、9月以降の取り扱いは未定です。 

※ 「特に必要な感染予防策」とは「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き」等

を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。 
（感染防止等に留意した対応の例） 

・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び

利用者への診療等を実施すること。 等 
 

② 新型コロナ歯科治療加算（歯科 298 点）  

新型コロナウイルス陽性であり宿泊療養を行っている患者等に対し、歯科治療の延

期が困難で実施した場合、2021年4月以降は298点が加算できることとされました。電

話や情報通信機器を用いた診療の場合は算定できません。こちらは2021年4月以降、

当面の間算定できます。 
 

 

 

（出典）2021年2月26日付厚労省事務連絡 
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上

の臨時的な取扱いについて（その 35）」 
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6 歳未満児への加算は 3 月以降も算定可能です 

～4 月以降は新たな加算点数が算定可に～ 

http://saga-doc.jp/

